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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主桁の上部フランジ部より張り出して設けられる床版張り出し部のコンクリート型枠を
支持するための、型枠の張り出し部の下側に配置される大引き材とこの大引き材を斜め下
方から支える長さ調節可能な斜材からなる支保工であって、上端が主桁のウェブ中心方向
に傾斜してなる斜め縦長孔を有し、かつ、主桁に密着して固定されている受け金具を介し
て、この斜め縦長孔と大引き材の一端部に設けられた通し孔との間に横方向に通しボルト
又はピンが挿通されて、大引き材が受け金具に取り付けられていることを特徴とする支保
工。
【請求項２】
　斜め縦長孔の傾斜角度θ＝２５～４５゜であることを特徴とする、請求項１に記載の支
保工。
【請求項３】
　受け金具は、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたボルトにナットを締め付けること
によって、主桁に密着して固定されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の支
保工。
【請求項４】
　受け金具は、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたナットにボルトを締め付けること
によって、主桁に密着して固定されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の支
保工。
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【請求項５】
　受け金具は、その下部に固着された固着ナットと、この固着ナットに螺合できる押し上
げボルトを有していることを特徴とする、請求項１から４までのいずれかに記載の支保工
。
【請求項６】
　大引き材の他端部に足場材が取付角度調節可能に連結されていることを特徴とする、請
求項１から５までのいずれかに記載の支保工。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁の床版をコンクリート打設する際に、鋼又はコンクリートからなる主桁
の上部フランジ部より張り出して設けられるコンクリート床版用型枠の張り出し部を下方
から支持するための支保工に関する。
【背景技術】
【０００２】
　道路等が架けられる橋梁においては、路盤にはコンクリート床版が用いられるが、その
コンクリート荷重を支持し、かつコンクリート床版用型枠を所定位置に固定するために、
通常、水平支保梁が２個の立設された主桁の間に架け渡され、そして、その上にコンクリ
ート床版用型枠が設けられ、さらにコンクリート床版が打設される。
【０００３】
　近年、道路等が架けられる橋梁においては、主桁数を減らすとともにコンクリート床版
の断面を増大させる傾向にある。その結果、主桁の上部フランジ部より張り出して設けら
れるコンクリート床版用型枠の張り出し部の張り出し寸法が大きくなり、またコンクリー
ト床版の厚さも従来の橋梁に比べて厚くなっている。
【０００４】
　従来から、主桁の上部フランジ部より張り出して設けられるコンクリート床版用型枠の
張り出し部を下方から支持するために、コンクリート床版用型枠の張り出し部の下側に配
置される大引き材（横腕材ともいう。）と、この大引き材を斜め下方から支える長さ調節
可能な斜材からなる支保工が設置されてきた。支保工を構成する大引き材の上部には、根
太材を介して、ベニヤ板等からなるコンクリート床版用型枠が設けられ、その上にコンク
リートを流し込むことによって、張り出し部を含むコンクリート床版が形成される。
【０００５】
　図１は、従来例に係る橋梁のコンクリート床版の一例を示す断面図である。
【０００６】
　ここでは、鋼製の主桁１、１が左右に立設されており、そして、主桁１、１のそれぞれ
内側に設置されたパイプサポート５、５の上端部間には、水平支保梁４が架け渡されてい
る。コンクリート床版２の型枠３は、２個の主桁１、１によって支持されているが、型枠
３は２つの主桁１、１の上部フランジ部１ｂの外側に張り出しており、この張り出し部３
ａは、その下側に配置される大引き材６と長さ調節可能な斜材７からなる支保工によって
下方から支持されている。すなわち、この型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を
介して、大引き材６が配置されており、この大引き材６は、その一端部において主桁１の
上部フランジ１ｂの先端部に取り付けられた吊りボルト１０によって吊り下げられ、そし
て、非端部において長さ調節可能な斜材７によって下方から支えられている。さらに、こ
の斜材７の下端部は、主桁１のウェブ１ａの下端部と下部フランジ１ｃとの隅部に取付角
度自在に取り付けられている。また、主桁１のウェブ１ａ上端部にはチェーン８が取り付
けられ、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重によって発生する外向きの水平力を打ち消す
べく、斜材７を引っ張っている。
【０００７】
　コンクリート床版は、このような２個の主桁及びその外側に設置された支保工によって
支持された型枠の上にコンクリートを打設することによって形成される。
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【０００８】
　図２は、主桁の外側に設置された、従来例に係る支保工の一例（側面図）である。
【０００９】
　コンクリート床版２の型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を介して、大引き材
６が配置されている。そして、この大引き材６は、その一端部（図では左端部）において
、鋼製の主桁１の上部フランジ１ｂの先端部にフランジ接続ピース１２を介して取り付け
られた吊りボルト１０によって吊り下げられ、そして、非端部において長さ調節可能な斜
材７によって下方から支えられている。この斜材７の下端部は、主桁１のウェブ１ａの下
端部と下部フランジ１ｃとの隅部に取付角度自在に取り付けられている。大引き材６の非
端部には、斜材７の上端を取付角度自在に連結できる取付金具１３が３個設けられており
、そのうちの１個に斜材７の上端が取り付けられている。また、主桁１のウェブ１ａの上
端部にはチェーン８が取り付けられ、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重によって発生す
る外向き（図では右向き）の水平力を打ち消すべく、斜材７を引っ張っている。
【００１０】
　そして、大引き材６の他端部（図では右端部）の近傍の上側には作業員１４が作業をす
るための足場板１５が設置されている。また、作業員１４の転落防止のために、大引き材
６の他端部（図では右端部）には手摺柱１６と手摺材１７が取り付けられている。
【００１１】
　特許文献１には、鋼製の主桁からの型枠の張り出し部の寸法を拡大するとともに、コン
クリート床版の重量化に対応できるようにした支保工が提案されている。これは、型枠の
張り出し部の下側に配置される大引き材を長さ調節可能にするとともに、その大引き材の
下に設けた逆山形のトラス構造を介して、長さ調節可能な斜材で支えるものである。
【００１２】
　図３は、特許文献１において提案された、主桁の外側に設置された支保工の側面図であ
る。
【００１３】
　コンクリート床版２の型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を介して、長さ調節
可能な大引き材６の一端部（図では左端部）が、受け金具２１を介して、鋼製の主桁１の
ウェブ１ａの上端部の近傍の側部に固定されている。ここでは、ウェブ１ａを貫通するボ
ルト挿入用の孔が横方向に穿たれており、ここにボルト２２とナットでねじ締めすること
によって、受け金具２１がウェブ１ａの上端部の近傍に固定される。型枠の張り出し部３
ａにかかる荷重によって外向き（図では右向き）の水平力が発生するが、この外向きの水
平力はボルト２２とナットとでねじ締めして得られる内向き（図では左向き）の水平力に
よって打ち消されるので、大引き材の横方向への動きは拘束される。
【００１４】
　そして、この長さ調節可能な大引き材６は、角筒状の外筒部材６ａと、この外筒部材６
ａ内に横方向に移動可能に嵌挿される内筒部材６ｂとからなる。外筒部材６ａと内筒部材
６ｂのそれぞれ内側の端部には、所要間隔で複数個の孔が穿たれており、両部材６ａ、６
ｂに穿たれた孔からそれぞれ１個を選択し、ピン（図示せず）を貫通させて挿着して、両
部材６ａ、６ｂの位置を固定することによって、大引き材６の長さを所定長さに調節する
ことができるものである。
【００１５】
　また、この長さ調節可能な大引き材の外筒部材６ａの左端部近傍と内筒部材６ｂの非端
部には、それぞれ、固定長さの斜材１１及び長さ調節可能な斜材７の上端部がピン結合さ
れるとともに、固定長さの斜材１１及び長さ調節可能な斜材７のそれぞれの下端部同士が
ブラケット１８にピン接合されることによって、逆山形のトラス構造が形成されている。
なお、逆山形のトラス構造を構成する長さ調節可能な斜材７の上端部は内筒部材６ｂに設
けられた取付金具１３に、取付角度自在に取り付けられている。さらに、この逆山形のト
ラス構造は、外筒部材６ａの右端部近傍とブラケット１８とをつなぐ補強杆１９によって
補強されている。
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【００１６】
　そして、この長さ調節可能な大引き材６と固定長さの斜材１１と長さ調節可能な斜材７
とで構成される逆山形トラス構造の頂部にあるブラケット１８は、長さ調節可能な斜材７
によって下方から支えられている。逆山形トラス構造を介して、この長さ調節可能な大引
き材６を下方から支える長さ調節可能な斜材７の下端部は、主桁１のウェブ１ａの下端部
と下部フランジ１ｃとの隅部に設けられた取付金具１３に、取付角度自在に取り付けられ
ている。
【００１７】
　図４は、図３で示された特許文献１において提案された支保工の一部拡大図であり、固
定構造として受け金具方式を採用したものである。
【００１８】
　鋼製の主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍の側面に、受け金具２１を横方向の取り付け
ボルト２２及びナット２７で固定する。
【００１９】
　受け金具２１は、取付基板２１ａの前面下部に台板２１ｂを突設するとともに、この台
板２１ｂより上方の左右両側に側板２１ｃをそれぞれ突設したものであって、取付基板２
１ａにはボルト挿通孔２９を上下に間隔をおいて複数設けている。そして、台板２１ｂ上
に固着ナット２３を溶接により固着し、また２つの側板２１ｃのそれぞれには縦長孔２５
を設けている。また、主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍には、横方向の取り付けボルト
２２を挿通させる横ボルト挿通孔３０が穿たれている。
【００２０】
　この受け金具２１の取り付けにあたっては、取付基板２１ａに穿たれたボルト挿通孔２
９のうちの一つと、主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍に穿たれたボルト挿通孔３０とに
、取り付けボルト２２を通してナット２７で締め付けることにより、この受け金具２１を
主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍の所要位置に取り付けるとともに固定する。
【００２１】
　このようにして主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍の側面に取り付けた受け金具２１の
２つの側板２１ｃの間に、大引き材６の外筒部材６ａの左端部を挿入する。大引き材６の
外筒部材６ａの両側面の左端部には通し孔（図示せず）が穿たれており、受け金具２１の
側板２１ｃの両方に設けた縦長孔２５と、大引き材６の外筒部材６ａの両側面の左端部に
設けた通し孔（図示せず）とに通しボルト２６を挿し通した後に、ナット（図示せず）で
抜け止めして、大引き材６の外筒部材６ａの左端部の横方向の動きを拘束する。
【００２２】
　そして、受け金具２１の台板２１ｂ上に固着された固着ナット２３に、その下方より押
し上げボルト２４を螺入して、この押し上げボルト２４の先端部でもって大引き材６の外
筒部材６ａの左端部の下面を支持する。そして、この状態で押し上げボルト２４を上下さ
せることによって、大引き材６の外筒部材６ａの左端部の高さレベルを調整することがで
きる。
【００２３】
　なお、ここでは、受け金具２１の取り付け時に主桁１のウェブ１ａと接触する取付基板
２１ａの背面には、主桁１の塗装面を保護する目的で、ネオプレンゴム等のシート材３１
が貼着されている。また、押し上げボルト２４の上端部が当たる外筒部材６ａの外端部下
面には当て板３２が取り付けられている。
【００２４】
　また、大引き材６の外筒部材６ａの左端部の上面には、主桁１の上部フランジ部１ｂの
下面に押し当てる突っ張り材（当てボルトともいう。）３３が突設され、その上端部には
、上部フランジ部１ｂの下面に吸着するような形状の吸着カップ３４が取り付けてある。
これは、大引き材６の先端に作業員１４等の作業荷重がかかることによって大引き材の端
部の跳ね上がりが発生するのを防止するために設置されている。その結果、大引き材の端
部の上下方向の動きが拘束されるので、大引き材の端部がガタつくのを防止することがで
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きる。
【００２５】
　図５は、特許文献１において提案された他の実施形態にかかる支保工の一部拡大図であ
り、固定構造として、受け金具方式に代えて、吊りボルト方式を採用したものである。
【００２６】
　鋼製の主桁１の上部フランジ１ｂの先端部の上面に溶接によって固着したフランジ接続
ピース１２より吊りボルト１０を垂下し、この吊りボルト１０を大引き材６の外筒部材６
ａの左端部に縦方向に穿ったボルト挿通孔３５に貫通させて、この吊りボルト１０の下端
部に受けナット３７をねじ止めすることによって、大引き材６の外筒部材６ａの左端を支
持するようにしている。
【００２７】
　この吊りボルト方式の場合、吊りボルト１０には型枠の張り出し部３ａにかかる荷重に
よって外向き（図では右向き）の水平力が発生することから、大引き材６の外筒部材６ａ
の左端部を、引張金具３８を介して主桁１のウェブ１ａの上端部に取り付けることで、吊
りボルト１０にかかる外向き（図では右向き）の水平力を打ち消している。この引張金具
３８の右端部は、大引き材６の外筒部材６ａの左端部にボルト止めされ、引張金具３８の
左端部は主桁１のウェブ１ａと上部フランジ部１ｂとの隅部に固着された取付板３９にボ
ルト止めされている。
【００２８】
　また、大引き材６の外筒部材６ａの左端部の上面には、主桁１の上部フランジ部１ｂの
下面に押し当てる突っ張り材３３が突設され、その上端部には、上部フランジ部１ｂの下
面に吸着するような形状の吸着カップ３４が取り付けてある。これは、大引き材６の先端
に作業員１４等の作業荷重がかかることによって大引き材の端部の跳ね上がりが発生する
のを防止するために設置されている。その結果、大引き材の端部の上下方向の動きが拘束
されるので、大引き材の端部がガタつくのを防止することができる。
【００２９】
【特許文献１】特開２００４－６０３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　しかしながら、図１、図２及び図５に示される支保工は、いずれも、大引き材６の主桁
側の一端部が、鋼製の主桁の上部フランジ部１ｂに取り付けられた吊りボルト１０によっ
て吊り下げられている。しかし、吊りボルト１０には型枠の張り出し部３ａにかかる荷重
によって外向きの水平力が発生する。このままでは、大きなモーメントが発生して、吊り
ボルト１０が曲がるおそれがあるので、図１～２に示される支保工においては、主桁１の
ウェブ１ａの上端部にはチェーン８が取り付けられ、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重
によって発生する外向きの水平力を打ち消すべく、長さ調節可能な斜材７を引っ張ってい
る。また、図５に示される支保工においては、大引き材６の外筒部材６ａの左端部を、引
張金具３８を介して主桁１のウェブ１ａの上端部に取り付けることで、吊りボルト１０に
かかる外向きの水平力を打ち消している。
【００３１】
　次に、図３及び図４に示される支保工は、大引き材６の主桁側の一端部（図では左端部
）が、受け金具２１を介して、鋼製の主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍に横方向の取り
付けボルト２２とナットによって固定されている。型枠の張り出し部３ａにかかる荷重に
よって外向き（図では右向き）の水平力が発生するが、横方向の取り付けボルト２２の長
さ方向に引張力がかかるだけであるので、この取り付けボルト２２が曲がるおそれはない
。また、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重によって下向きの垂直力が発生して、横方向
の取り付けボルト２２には剪断力がかかるだけであるから、この取り付けボルト２２が曲
がるおそれはない。
【００３２】
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　しかしながら、大引き材６の先端に作業員１４等の作業荷重がかかることによって大引
き材の端部の跳ね上がりが発生し、その結果、大引き材６の端部がガタつくようになる。
これを防止するために、大引き材６の外筒部材６ａの左端部の上面には、主桁１の上部フ
ランジ部１ｂの下面に押し当てる突っ張り材３３を突設し、その上端部には、上部フラン
ジ部１ｂの下面に吸着するような形状の吸着カップ３４を取り付けることによって、大引
き材６の端部の上下方向の動きを拘束している。
【００３３】
　この大引き材６の端部の跳ね上がりは、図５に示される支保工においても発生し、その
結果、大引き材の端部がガタつくようになる。これを防止するために、大引き材６の外筒
部材６ａの左端部の上面には、主桁１の上部フランジ部１ｂの下面に押し当てる突っ張り
材３３を突設し、その上端部には、上部フランジ部１ｂの下面に吸着するような形状の吸
着カップ３４を取り付けることによって、大引き材の端部の上下方向の動きを拘束してい
る。
【００３４】
　このように、従来例に係る支保工は、大引き材の一端部を保持するために、吊りボルト
方式を採用した場合には、吊りボルトの曲がりを防止すべく、型枠の張り出し部にかかる
荷重によって発生する外向きの水平力に対抗するために、調整の面倒な吊りチェーンを設
けるか又は引張金具を設ける必要がある。
【００３５】
　そして、従来例に係る支保工は、大引き材の一端部を保持するために、受け金具方式を
採用した場合には、受け金具は横方向の取り付けボルトとナットによって固定されるから
、外向きの水平力によってこの取り付けボルトが曲がるおそれはないものの、大引き材の
端部の跳ね上がりが発生し、その結果、大引き材の端部がガタつくようになる。これを防
止するために、突っ張り材を突設する必要がある。
【００３６】
　さらに、従来例に係る支保工は、作業員が大引き材の他端部の上面に設置された足場板
の上で作業することになるが、橋梁が掛けられる道路等の断面傾斜が急であるときは、大
引き材の傾斜角度もそれに応じて急になる。したがって、作業員が作業する足場板の踏面
角度も急になるから、足場板の上で作業がし難くなるという問題に加えて、作業員の安全
上の問題がある。
【００３７】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされてものであって、吊りチェーンと
突っ張り材のいずれをも不要とする支保工を提供することを第一の目的とする。さらに、
必要に応じて作業員が作業する足場板の踏面を略水平に保持できる支保工を提供すること
を第二の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　本発明者は、吊りチェーンと突っ張り材のいずれも不要とする支保工について、種々に
検討した。さらに、作業員が作業する足場板の踏面を略水平に保持できる支保工について
も、種々に検討した。その結果、次の(a)～(h)の知見を得た。
【００３９】
　(a) 鋼製の主桁の上部フランジ部より張り出して設けられるコンクリート床版用型枠の
張り出し部が大型化すると、その分、この型枠の張り出し部の下側に横方向に配置する大
引き材も大型化し、重量も大きくなる。しかしながら、大引き材が大型化しても、コンク
リート床版用型枠の張り出し部を支持するための支保工としては、型枠の張り出し部の下
側に横方向に配置される大引き材とこの大引き材を斜め下方から支える長さ調節可能な斜
材から構成し、大引き材の一端部を受け金具を介してＩ形状の主桁に固定するとともに、
この大引き材を斜め下方から斜材で支えるという基本的なコンセプトは維持してよい。
【００４０】
　また、この支保工の基本的なコンセプトは、鋼製の主桁の上部フランジ部より張り出し



(7) JP 5020162 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

て設けられるコンクリート床版用型枠の張り出し部を支持するための支保工だけでなく、
コンクリート製の主桁の上部フランジ部より張り出して設けられるコンクリート床版用型
枠の張り出し部を支持するための支保工にも適用することができる。
【００４１】
　(b) そして、大引き材を斜め下方から支える長さ調節可能な斜材は、その上端部は大引
き材の他端部又は非端部に取付角度自在に連結され、かつ斜材の下端部は主桁のウェブ部
又は下部フランジ部に取付角度自在に取り付けられるのが好ましい。斜材の長さを可変と
する手法に特に制限はなく、たとえば、中空の外筒部材とこの外筒部材の中にスライド可
能に挿入される内筒部材から構成してなる斜材とすることができる。あるいは、ねじジャ
ッキ又は油圧ジャッキを斜材の途中に組み込んで、長さ可変としてもよい。さらには、こ
れらを組み合わせて、斜材の長さを可変としてもよい。また、大引き材は固定長さであっ
てもよいし、又は可変長さであってもよい。大引き材を可変長さとした場合には、図３に
みるごとく、逆山形トラス構造を介して、長さ調節可能な斜材で大引き材を斜め下方から
支えてもよい。
【００４２】
　(c) ボルトは曲げ応力に弱いが剪断応力には強いことを考慮すると、大引き材の一端部
を主桁に取り付ける際には、大引き材の端部を主桁と離間させることになる吊りボルトは
用いるべきではなく、主桁と密着させてボルトによって固定できる受け金具を用いるべき
である。
【００４３】
　この際、大引き材の端部を取り付ける受け金具を主桁と密着させてボルトによって固定
できればよいのであって、主桁と密着させるべき受け金具は、主桁のウェブの上端部の側
面に密着して固定してもよいし、また、主桁の上部フランジの下面に密着して固定しても
よい。
【００４４】
　主桁のウェブの上端部の側面に受け金具を密着して固定する場合には、型枠の張り出し
部にかかる荷重によって外向きの水平力が発生するが、横方向にボルトが取り付けられる
ので、取り付けボルトの長さ方向に引張力がかかるだけであるので、この取り付けボルト
が曲がるおそれはない。また、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重によって下向きの垂直
力が発生して、横方向の取り付けボルトには剪断力がかかるだけであるから、この取り付
けボルトが曲がるおそれはない。
【００４５】
　また、主桁の上部フランジの下面に密着して固定する場合には、型枠の張り出し部にか
かる荷重によって外向きの水平力が発生しても、縦方向にボルトが取り付けられるので、
取り付けボルトには剪断力がかかるだけであるから、この取り付けボルトが曲がるおそれ
はない。また、型枠の張り出し部３ａにかかる荷重によって下向きの垂直力が発生するが
、取り付けボルトの長さ方向に引張力がかかるだけであるので、この取り付けボルトが曲
がるおそれはない。
【００４６】
　(d) このように、大引き材の端部は主桁に密着させた受け金具に取り付けることができ
る。そして、受け金具を主桁に取り付けるためのボルトは、主桁の取り付け位置によって
、横方向又は縦方向で用いられる。
【００４７】
　受け金具をボルトによって主桁に取り付ける際には、横方向又は縦方向のいずれで用い
られるにせよ、主桁に予め取り付けられた又は埋め込まれたボルトにナットを締め付けて
もよいし、又は、主桁に予め取り付けられた又は埋め込まれたナットにボルトを螺入して
締め付けてもよい。なお、主桁が鋼製のときは、ボルトの挿入孔を主桁のウェブの上端部
を横方向に穿つか又は主桁の上部フランジに縦方向に穿つことになる。また、主桁がコン
クリート製のときは、アンカーボルト又はアンカーナットを主桁のウェブの上端部に横方
向に埋め込むか又は主桁の上部フランジに上方向に埋め込むことになる。
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【００４８】
　ただし、この支保工は、型枠の張り出し部へのコンクリート打設後は解体されて撤去さ
れることを考慮すると、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたナットにボルトを締め付
ける手法を採用するのが好ましい。この場合、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたナ
ットは主桁に残るが、このナットに螺入したボルトは除去できるから、支保工の撤去後に
は主桁からの突出物がなくなるから、景観面から好ましいからである。なお、コンクリー
ト製主桁に取り付けられる又は埋め込まれるナットとしては、インサートナットを用いる
のが好ましい。
【００４９】
　(e) 次に、大引き材の端部の跳ね上がりの発生の防止に関しては、図３及び４で示され
る受け金具方式による固定構造では、受け金具２１の側板２１ｃの両方に設けた縦長孔２
５と、大引き材６の左端部に設けた通し孔（図示せず）とに通しボルト２６を挿し通した
後に、ナット（図示せず）で抜け止めして、大引き材６の左端部の横方向の動きを拘束す
るが、大引き材６の左端部の縦方向の動きを拘束していないために、大引き材の端部の跳
ね上がりが発生することが分かった。
【００５０】
　すなわち、図３及び４で示される受け金具方式による固定構造では、受け金具２１の側
板２１ｃには縦長孔２５が設けられているがために、大引き材６の左端部の横方向の動き
は拘束するが、縦方向の動きは拘束していないのが、その理由である。
【００５１】
　ここで、本発明者らは、受け金具方式による固定構造にあっては、その側板に設けられ
る縦長孔の角度を傾斜させれば、大引き材６の左端部の横方向の動きだけでなく、縦方向
の動きをも拘束することができることに思い至り、もって大引き材の端部の跳ね上がりの
発生を防止することができることを見出した。具体的には、受け金具２１の側板２１ｃに
、縦長孔２５を設けることに代えて、上端が主桁のウェブ中心方向に傾斜角度θだけ傾斜
してなる斜め縦長孔を設けることによって、大引き材６の左端部の横方向の動きを拘束す
るだけでなく、縦方向の動きをも拘束することができることを見出した。なお、この受け
金具方式による固定構造では、斜め縦長孔と、大引き材の左端部に設けた通し孔との間に
通しボルトを挿し通し、ナットで固定する代わりに、Ｌピンなどのピンを用いて、大引き
材の左端部の横方向の動きと縦方向の動きを拘束してもよい。
【００５２】
　(f) ここで、大引き材の端部の跳ね上がりの発生状況について、受け金具の側板に縦長
孔（θ＝０゜）を設けた場合と斜め縦長孔（θ＝３０゜）を設けた場合とでどのように異
なるかを検証してみる。ここでは、通しボルトに代えて、Ｌピンを用いた。
【００５３】
　図６は、受け金具の側板に縦長孔（θ＝０゜）を設けた場合の大引き材の端部の跳ね上
がりの発生状況を示す。コンクリート打設前には大引き材の先端に作業員１４等の作業荷
重が作用するので、大引き材と大引き材を下方から支える斜材との交差部を支点として、
跳ね上がり（上向き）の力Ｆ２Ｖが発生する。これに対して、跳ね上がりに抵抗する力は
、Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）である。図示されるように、Ｆ２Ｖ＞Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）であ
るから、跳ね上がりが発生することがわかる。
【００５４】
　図７は、受け金具の側板に縦長孔（θ＝３０゜）を設けた場合の大引き材の端部の跳ね
上がりの発生状況を示す。コンクリート打設前には大引き材の先端に作業員１４等の作業
荷重が作用するので、大引き材と大引き材を下方から支える斜材との交差部を支点として
、跳ね上がり（上向き）の力Ｆ２Ｖが発生する。これに対して、跳ね上がりに抵抗する力
は、Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）である。図示されるように、Ｆ２Ｖ＜Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）で
あるから、跳ね上がりは発生しないことがわかる。
【００５５】
　(g) このように、受け金具方式による固定構造を採用し、その側板に設けられる縦長孔
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に代えて、その上端を主桁ウェブ中心方向に角度θだけ傾斜させてなる斜め縦長孔を設け
ることによって、Ｆ２Ｖ＜Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）であれば、大引き材の端部の跳ね上がり
の発生を防止することができ、もって、大引き材６の左端部がガタ付くことがないことが
分かった。
【００５６】
　そして、本発明者らは、Ｆ２Ｖ＜Ｆ２Ｈ×（摩擦係数）となる条件について種々に検討
した結果、斜め縦長孔に挿し通されたピンの節点と大引き材を斜め下方から支える長さ調
節可能な斜材の下端との間の垂直距離Ｈによって多少の変動はあるが、支保工として一般
的によく用いられる垂直距離Ｈ＝１８００ｍｍのときは、上端が主桁のウェブ中心方向に
傾斜してなる斜め縦長孔の傾斜角度をθ＝２５゜より大きくするのが好ましいことが分か
った。また、傾斜角度がθ＝４５°を上回ると長孔が横向きになってきて縦長孔本来の目
的である大引き材６の高さレベル調整機能が損なわれるため、斜め縦長孔の傾斜角度はθ
＝２５～４５°とするのが好ましいことが分かった。
【００５７】
　(h) 次に、橋梁が掛けられる道路等の断面傾斜が急である場合には、大引き材の傾斜角
度もそれに応じて急になり、作業員が作業する足場板の踏面角度も急になるという問題点
に関しては、橋梁が掛けられる道路等の断面傾斜の角度にかかわらず、足場板の踏面を略
水平に保つことができれば解決する。したがって、必要に応じて、大引き材の端部に足場
材を取付角度調節可能に連結し、この足場材の上に足場板を設置すればよい。
【００５８】
　足場材を取付角度調節可能に連結する方法としては、例えば、複数個の角度調整孔を有
し、足場材及び／又は大引き材に対して回転自在なつなぎ材を介して、大引き材の先端に
足場材を連結し、その上に設置された足場板の踏面が略水平になるように角度調整孔の一
つを選択してピン止めすればよい。
【００５９】
　本発明にかかる支保工は、これらの知見に基づいて完成したものであり、その要旨は次
の(1)～(6)に記載したとおりである。
【００６０】
　(1) 主桁の上部フランジ部より張り出して設けられる床版張り出し部のコンクリート型
枠を支持するための、型枠の張り出し部の下側に配置される大引き材とこの大引き材を斜
め下方から支える長さ調節可能な斜材からなる支保工であって、上端が主桁のウェブ中心
方向に傾斜してなる斜め縦長孔を有し、かつ、主桁に密着して固定されている受け金具を
介して、この斜め縦長孔と大引き材の一端部に設けられた通し孔との間に横方向に通しボ
ルト又はピンが挿通されて、大引き材が受け金具に取り付けられていることを特徴とする
支保工。
【００６１】
　(2) 斜め縦長孔の傾斜角度θ＝２５～４５゜であることを特徴とする、上記(1)の支保
工。
【００６２】
　(3) 受け金具は、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたボルトにナットを締め付ける
ことによって、主桁に密着して固定されていることを特徴とする、上記(1)又は(2)の支保
工。
【００６３】
　(4) 受け金具は、主桁に取り付けられた又は埋め込まれたナットにボルトを締め付ける
ことによって、主桁に密着して固定されていることを特徴とする、上記(1)又は(2)の支保
工。
【００６４】
　(5) 受け金具は、その下部に固着された固着ナットと、この固着ナットに螺合できる押
し上げボルトを有していることを特徴とする、上記(1)～(4)のいずれかの支保工。
【００６５】
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　(6) 大引き材の他端部に足場材が取付角度調節可能に連結されていることを特徴とする
、上記(1)～(5)のいずれかの支保工。
【発明の効果】
【００６６】
　本発明に係る支保工は、調整の面倒な吊りチェーンと突っ張り材のいずれをも不要とす
るものであって、大引き材の端部を主桁と密着させてボルトによって固定できる受け金具
を用いるから、型枠の張り出し部にかかる荷重によって発生する外向きの水平力に対抗で
きるとともに、受け金具は上端が主桁のウェブ中心方向に傾斜してなる斜め縦長孔を有す
るから、大引き材の端部の跳ね上がりの発生を防止できる。
【００６７】
　また、必要に応じて、大引き材の端部に足場材を取付角度調節可能に連結することがで
きるから、橋梁が掛けられる道路等の断面傾斜が急である場合には、この足場材の上に足
場板を設置することで、作業員が作業する足場板の踏面を略水平に保つことができ、作業
員の安全を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　本発明に係る支保工を、以下に図面を用いて説明する。なお、本発明は以下の実施例に
限定されるものではない。
【実施例１】
【００６９】
　図８は、コンクリート製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の一例（側面
図）であり、図９は図８で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【００７０】
　コンクリート製の主桁１の上部フランジ１ｂの下面にはインサートナット５２が縦方向
に埋め込まれており、このインサートナット５２に縦方向に取り付けボルト２２をねじ締
めすることによって、主桁１の上部フランジ部１ｂの下面に密着して受け金具２１が固定
されている。この受け金具２１の両側面には、上端が主桁のウェブ中心方向に傾斜してな
る斜め縦長孔５３が、それぞれ設けられている。なお、斜め縦長孔５３の傾斜角度θは３
０゜である。
【００７１】
　一方、コンクリート床版２の型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を介して、大
引き材６が配置されている。この大引き材６の端部の両側面には、それぞれ接続板４１が
溶接されている。これらの接続板４１には、それぞれ通し孔（図示せず）が穿たれており
、これらの接続板４１はいずれも受け金具２１の内部に収容されたのち、受け金具に設け
られた斜め縦長孔５３と接続板４１に穿たれた通し孔に、１個のＬピン５４を挿し通すこ
とによって、大引き材６の端部が浮き上がらないように受け金具２１に保持する。
【００７２】
　また、この受け金具２１の下部には、高さレベル調節金具５５が溶接されており、高さ
レベル調節金具５５の下部に固着された固着ナット２３と、この固着ナット２３に螺合さ
れて上下移動可能な押し上げボルト２４を備えている。一方、この大引き材６の端部には
、台座金具５６が横方向に溶接されており、この台座金具５６をこの押し上げボルト２４
の上面に差し込むことによって、大引き材６の端部の高さレベル調節を調整することがで
きる。
【００７３】
　そして、大引き材６の非端部には取付金具１３が設けられ、ここに長さ調節可能な斜材
７の上端が取付角度自在に取り付けられている。この長さ調節可能な斜材７は、中空の外
筒部材７ａとこの外筒部材の中にスライド可能に挿入される内筒部材７ｂから構成されて
おり、両部材７ａ、７ｂに穿たれた孔からそれぞれ１個を選択し、ピン（図示せず）を貫
通させて挿着して、両部材７ａ、７ｂの位置を固定することで長さ調節可能となっている
。さらに、この斜材７はねじジャッキ３６を斜材７の途中に組み込んでおり、このねじジ
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ャッキ３６を操作することによっても長さ調節可能となっている。
【００７４】
　また、長さ調節可能な斜材７の下端には取付角度自在の取付金具１３が接続されている
。一方、主桁１の下部フランジ１ｃの上面にはインサートナット５２が斜め方向に埋め込
まれており、ここに長さ調節可能な斜材７の下端に設けられた取付金具１３を取り付けボ
ルト２２で固定することによって、大引き材６を下方から支えている。
【００７５】
　さらに、大引き材６の他端部には、足場材２０が足場材取付金具５８を介して連結され
ている。足場材２０の上には作業員１４が作業をするための足場板１５が設置されている
が、この足場材取付金具５８は、足場材２０を大引き材６の他端部に対して取付角度の調
節ができるようにすることによって、足場材２０の上に設置された足場板１５の踏面を略
水平に保つことができるようにするためのものである。また、作業員１４の転落防止のた
めに、大引き材６の他端部には手摺柱１６と手摺材１７が取り付けられている。
【００７６】
　図１０に、本発明に係る大引き材の一例を示す。(a)は正面図、(b)は底面図、(c)は左
側面図、そして、(d)はＡ－Ａ矢視断面図である。
【００７７】
　この大引き材６は断面矩形の管であって、その一端部の両側面には、それぞれ、接続板
４１が溶接されている。大引き材６の一端部の両側面に溶接されてなる接続板４１には、
それぞれ通し孔４２が穿たれている。なお、この２つの接続板４１はいずれも受け金具２
１の内部に収容されたのち、受け金具２１に設けられた２つの斜め縦長孔５３と２つの接
続板４１のそれぞれに穿たれた通し孔４２に、１個のＬピン（図示せず）を挿し通すこと
によって、大引き材６の一端部が浮き上がらないように受け金具２１に大引き材６が保持
される。
【００７８】
　また、この大引き材６の一端部には、台座金具５６が横方向に溶接されている。なお、
この台座金具５６を高さレベル調節金具５５の押し上げボルト２４の上面に差し込むこと
によって、大引き材６の一端部の高さレベルが調節される。
【００７９】
　また、この大引き材６の非端部には、取付金具１３が設けられており、ここに斜材７の
上端部が取付角度自在に取り付けられる。
【００８０】
　さらに、この大引き材６の他端部（図では右端部）には、左から順に３組のＬピン通し
孔６１と１組のボルト通し孔６２が穿たれている。なお、この大引き材６の他端部には、
足場材２０が溶接によって接合された足場材取付金具５８が取り付けられる（図８参照）
。ここでは、この大引き材６の他端部に穿たれたボルト通し孔６２にボルトを通し、ナッ
トで締め付けることによって、足場板取付金具５８を大引き材６の他端部に接続するとと
もに、３組のＬピン通し孔６１のうちの１組のＬピン通し孔を選択することによって、足
場材２０を略水平に保つことができるので、その上に設置された足場板１５の踏面を略水
平に保つことができる。
【００８１】
　図１１により、本発明に係る受け金具を用いて大引き材６の一端部をコンクリート製の
主桁の上部フランジ部の下面に保持する際の手順を説明する。(a)は上面図、(b)は正面図
、(c)は左側面図である。
【００８２】
　この受け金具２１は、断面がコの字形を有し、両側面にはそれぞれ、θ＝３０゜の斜め
縦長孔５３が設けられている。そして、受け金具２１の上面には上部補強座金６０が溶接
Ｗによって接合され、上部補強座金６０と受け金具２１の上面を貫く形で縦方向にボルト
挿通孔３５が穿たれている。コンクリート製の主桁の上部フランジ部の下面に埋め込まれ
たインサートナットに、受け金具２１のボルト挿通孔３５を位置合わせした後、取り付け
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ボルト２２をねじ締めすることによって、主桁受け金具２１が固定される。
【００８３】
　なお、受け金具２１の内部に大引き材６の端部の両側面に溶接された接続板４１を収容
した後、受け金具２１の両側面に設けられた斜め縦長孔５３と、大引き材６の端部の両側
面に溶接された接続板４１のそれぞれに穿たれた通し孔（図示せず）に、１個のＬピン５
４を挿し通すことによって、大引き材６の端部が浮き上がらないようにすることができた
。
【００８４】
　また、この受け金具２１の下部には、断面がコの字形の高さレベル調節金具５５が溶接
Ｗによって接合されている。そして、この高さレベル調節金具５５の下部の外側には下部
補強座金５９が溶接Ｗによって接合され、下部補強座金５９と高さレベル調節金具５５の
下部を貫く形で縦方向にボルト挿通孔３５が穿たれている。そして、高さレベル調節金具
５５の下部の内側には固着ナット２３が固着され、この固着ナット２３に螺合されて上下
移動可能な押し上げボルト２４を備えている。
【００８５】
　なお、この押し上げボルト２４の上面に大引き材６の端部に横方向に溶接された台座金
具５６を差し込み、押し上げボルト２４を上下移動させることによって、大引き材６の端
部の高さレベル調節を調整することができる。
【実施例２】
【００８６】
　図１２は、鋼製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の他の例（側面図）で
あり、図１３は図１２で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【００８７】
　鋼製の主桁１のウェブ１ａの上端部の近傍の側面に、受け金具２１を横方向の取り付け
ボルト２２及びナット２７で固定されている。この受け金具２１の両側面には、上端が主
桁のウェブ中心方向に傾斜してなる斜め縦長孔５３が、それぞれ設けられている。なお、
斜め縦長孔５３の傾斜角度θは３０゜である。
【００８８】
　一方、コンクリート床版２の型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を介して、大
引き材６が配置されている。この大引き材６の端部の両側面には、それぞれ接続板４１が
溶接されている。これらの接続板４１には、それぞれ通し孔（図示せず）が穿たれており
、これらの接続板４１はいずれも受け金具２１の内部に収容されたのち、受け金具に設け
られた斜め縦長孔５３と接続板４１に穿たれた通し孔に、１個のＬピン５４を挿し通すこ
とによって、大引き材６の端部が浮き上がらないように受け金具２１に保持する。
【００８９】
　また、この受け金具２１の下部には、高さレベル調節金具５５が溶接されており、高さ
レベル調節金具５５の下部に固着された固着ナット２３と、この固着ナット２３に螺合さ
れて上下移動可能な押し上げボルト２４を備えている。一方、この大引き材６の端部には
、台座金具５６が横方向に溶接されており、この台座金具５６をこの押し上げボルト２４
の上面に差し込むことによって、大引き材６の端部の高さレベル調節を調整することがで
きる。
【００９０】
　そして、大引き材６の非端部には取付金具１３が設けられ、ここに長さ調節可能な斜材
７の上端が取付角度自在に取り付けられている。この長さ調節可能な斜材７は、中空の外
筒部材７ａとこの外筒部材の中にスライド可能に挿入される内筒部材７ｂから構成されて
おり、両部材７ａ、７ｂに穿たれた孔からそれぞれ１個を選択し、ピン（図示せず）を貫
通させて挿着して、両部材７ａ、７ｂの位置を固定することで長さ調節可能となっている
。さらに、この斜材７はねじジャッキ３６を斜材７の途中に組み込んでおり、このねじジ
ャッキ３６を操作することによっても長さ調節可能となっている。
【００９１】
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　また、長さ調節可能な斜材７の下端には取付角度自在の取付金具１３が接続されている
。そして、主桁１のウェブ１ａの下端部と下部フランジ１ｃとの隅部に取り付けボルト２
２とナット２７によって、この取付金具１３を取付角度自在に固定することによって、大
引き材６を下方から支えている。
【００９２】
　さらに、大引き材６の他端部には、足場材２０が足場材取付金具５８を介して連結され
ている。足場材２０の上には作業員１４が作業をするための足場板１５が設置されている
が、この足場材取付金具５８は、足場材２０を大引き材６の他端部に対して取付角度の調
節ができるようにすることによって、足場材２０の上に設置された足場板１５の踏面を略
水平に保つことができるようにするためのものである。また、作業員１４の転落防止のた
めに、大引き材６の他端部には手摺柱１６と手摺材１７が取り付けられている。
【００９３】
　この大引き材６は、実施例１で用いたものと同じである。すなわち、断面矩形の管であ
って、その一端部の両側面には、それぞれ、接続板４１が溶接されている。大引き材６の
一端部の両側面に溶接されてなる接続板４１には、それぞれ通し孔４２が穿たれている。
なお、この２つの接続板４１はいずれも受け金具２１の内部に収容されたのち、受け金具
２１に設けられた２つの斜め縦長孔５３と２つの接続板４１のそれぞれに穿たれた通し孔
４２に、１個のＬピン（図示せず）を挿し通すことによって、大引き材６の一端部が浮き
上がらないように受け金具２１に大引き材６が保持される。また、この大引き材６の一端
部には、台座金具５６が横方向に溶接されており、この台座金具５６を高さレベル調節金
具５５の押し上げボルト２４の上面に差し込むことによって、大引き材６の一端部の高さ
レベルが調節される点、並びにこの大引き材６の非端部には、取付金具１３が設けられて
おり、ここに斜材７の上端部が取付角度自在に取り付けられる点も、実施例１と同じであ
る。
【００９４】
　さらに、この大引き材６の他端部には、３組のＬピン通し孔６１と１組のボルト通し孔
６２が穿たれており、ここに足場材２０が溶接によって接合された足場材取付金具５８が
取り付けられ、足場材２０を略水平に保つことができるので、その上に設置された足場板
１５の踏面を略水平に保つことができる点も、実施例１と同じである。
【実施例３】
【００９５】
　図１４は、鋼製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の他の例（側面図）で
あり、図１５は図１４で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【００９６】
　受け金具２１は、鋼製の主桁１の上部フランジ１ｂの下面に、フランジ上面に配される
インサートナット５２に縦方向に取り付けボルト２２をねじ締めすることによって、密着
するように固定されている。この受け金具２１の両側面には、上端が主桁のウェブ中心方
向に傾斜してなる斜め縦長孔５３が、それぞれ設けられている。なお、斜め縦長孔５３の
傾斜角度θは３０゜である。
【００９７】
　一方、コンクリート床版２の型枠の張り出し部３ａの下側には、根太材９を介して、大
引き材６が配置されている。この大引き材６の端部の両側面には、それぞれ接続板４１が
溶接されている。これらの接続板４１には、それぞれ通し孔（図示せず）が穿たれており
、これらの接続板４１はいずれも受け金具２１の内部に収容されたのち、受け金具に設け
られた斜め縦長孔５３と接続板４１に穿たれた通し孔に、１個のＬピン５４を挿し通すこ
とによって、大引き材６の端部が浮き上がらないように受け金具２１に保持する。
【００９８】
　また、この受け金具２１の下部には、高さレベル調節金具５５が溶接されており、高さ
レベル調節金具５５の下部に固着された固着ナット２３と、この固着ナット２３に螺合さ
れて上下移動可能な押し上げボルト２４を備えている。一方、この大引き材６の端部には
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、台座金具５６が横方向に溶接されており、この台座金具５６をこの押し上げボルト２４
の上面に差し込むことによって、大引き材６の端部の高さレベル調節を調整することがで
きる。
【００９９】
　そして、大引き材６の非端部には取付金具１３が設けられ、ここに長さ調節可能な斜材
７の上端が取付角度自在に取り付けられている。この長さ調節可能な斜材７は、中空の外
筒部材７ａとこの外筒部材の中にスライド可能に挿入される内筒部材７ｂから構成されて
おり、両部材７ａ、７ｂに穿たれた孔からそれぞれ１個を選択し、ピン（図示せず）を貫
通させて挿着して、両部材７ａ、７ｂの位置を固定することで長さ調節可能となっている
。さらに、この斜材７はねじジャッキ３６を斜材７の途中に組み込んでおり、このねじジ
ャッキ３６を操作することによっても長さ調節可能となっている。
【０１００】
　また、長さ調節可能な斜材７の下端には取付角度自在の取付金具１３が接続されている
。そして、主桁１のウェブ１ａの下端部と下部フランジ１ｃとの隅部に取り付けボルト２
２とナット２７によって、この取付金具１３を取付角度自在に固定することによって、大
引き材６を下方から支えている。
【０１０１】
　さらに、大引き材６の他端部には、足場材２０が足場材取付金具５８を介して連結され
ている。足場材２０の上には作業員１４が作業をするための足場板１５が設置されている
が、この足場材取付金具５８は、足場材２０を大引き材６の他端部に対して取付角度の調
節ができるようにすることによって、足場材２０の上に設置された足場板１５の踏面を略
水平に保つことができるようにするためのものである。また、作業員１４の転落防止のた
めに、大引き材６の他端部には手摺柱１６と手摺材１７が取り付けられている。
【０１０２】
　この大引き材６は、実施例１で用いたものと同じである。すなわち、断面矩形の管であ
って、その一端部の両側面には、それぞれ、接続板４１が溶接されている。大引き材６の
一端部の両側面に溶接されてなる接続板４１には、それぞれ通し孔４２が穿たれている。
なお、この２つの接続板４１はいずれも受け金具２１の内部に収容されたのち、受け金具
２１に設けられた２つの斜め縦長孔５３と２つの接続板４１のそれぞれに穿たれた通し孔
４２に、１個のＬピン（図示せず）を挿し通すことによって、大引き材６の一端部が浮き
上がらないように受け金具２１に大引き材６が保持される。また、この大引き材６の一端
部には、台座金具５６が横方向に溶接されており、この台座金具５６を高さレベル調節金
具５５の押し上げボルト２４の上面に差し込むことによって、大引き材６の一端部の高さ
レベルが調節される点、並びに、この大引き材６の非端部には、取付金具１３が設けられ
ており、ここに斜材７の上端部が取付角度自在に取り付けられる点も、実施例１と同じで
ある。
【０１０３】
　さらに、この大引き材６の他端部には、３組のＬピン通し孔６１と１組のボルト通し孔
６２が穿たれており、ここに足場材２０が溶接によって接合された足場材取付金具５８が
、足場材２０を略水平に保つことができるので、その上に設置された足場板１５の踏面を
略水平に保つことができる点も、実施例１と同じである。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明によれば、吊りチェーンと突っ張り材のいずれをも不要とする支保工を提供する
ことができるから、容易に支保工の施工をすることができる。また、必要に応じて作業員
が作業する足場板の踏面を略水平に保持できるから、橋梁が掛けられる道路等の断面傾斜
が急であっても、作業員の安全を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】従来例に係る橋梁のコンクリート床版の一例を示す断面図である。
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【図２】主桁の外側に設置された、従来例に係る支保工の一例（側面図）である。
【図３】特許文献１において提案された、主桁の外側に設置された支保工の側面図である
。
【図４】図３で示された特許文献１において提案された支保工の一部拡大図であり、固定
構造として受け金具方式を採用したものである。
【図５】特許文献１において提案された他の実施形態にかかる支保工の一部拡大図であり
、固定構造として、受け金具方式に代えて、吊りボルト方式を採用したものである。
【図６】受け金具の側板に縦長孔（θ＝０゜）を設けた場合の大引き材の端部の跳ね上が
りの発生状況を示す。
【図７】受け金具の側板に縦長孔（θ＝３０゜）を設けた場合の大引き材の端部の跳ね上
がりの発生状況を示す。
【図８】コンクリート製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の一例（側面図
）である。
【図９】図８で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【図１０】本発明に係る大引き材の一例を示す。(a)は正面図、(b)は底面図、(c)は左側
面図、そして、(d)はＡ－Ａ矢視断面図である。
【図１１】本発明に係る受け金具を用いて大引き材の一端部をコンクリート製の主桁の上
部フランジ部の下面に保持する際の手順を説明する。(a)は上面図、(b)は正面図、(c)は
左側面図である。
【図１２】鋼製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の他の例（側面図）であ
る。
【図１３】図１２で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【図１４】鋼製の主桁の外側に設置された、本発明に係る支保工の他の例（側面図）であ
る。
【図１５】図１４で示された大引き材の主桁側の端部近傍の一部拡大図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１　主桁
１ａ　主桁のウェブ部
１ｂ　主桁の上部フランジ部
１ｃ　主桁の下部フランジ部
２　コンクリート床版
３　型枠
３ａ　型枠の張り出し部
４　水平支保梁
５　パイプサポート
６　大引き材
６ａ　長さ調節可能な大引き材の外筒部材
６ｂ　長さ調節可能な大引き材の内筒部材
７　長さ調節可能な斜材
７ａ　長さ調節可能な斜材の外筒部材
７ｂ　長さ調節可能な斜材の内筒部材
８　吊りチェーン
９　根太材
１０　吊りボルト
１１　固定長さの斜材
１２　フランジ接続ピース
１３　取付金具
１４　作業員
１５　足場板
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１６　手摺柱
１７　手摺材
１８　ブラケット
１９　補強杆
２０　足場材
２１　受け金具
２１ａ　取付基板
２１ｂ　台板
２１ｃ　側板
２２　取り付けボルト
２３　固着ナット
２４　押し上げボルト
２５　縦長孔
２６　通しボルト
２７　ナット
２９　取付基板のボルト挿通孔
３０　ウェブのボルト挿通孔
３１　シート材
３２　当て板
３３　突っ張り材
３４　吸着カップ
３５　ボルト挿通孔
３６　ねじジャッキ
３７　受けナット
３８　引張金具
３９　取付板
４１　接続板
４２　通し孔
５２　インサートナット
５３　斜め縦長孔
５４　Ｌピン
５５　高さレベル調整金具
５６　台座金具
５８　足場材取付金具
５９　下部補強座金
６０　上部補強座金
６１　足場材取付金具のＬピン通し孔
６２　足場材取付金具のボルト通し孔
Ｗ　溶接
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